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社会的背景:

新たな社会危機

I

We are faced new social danger

国内状況

海外状況

1. 成長率の低下
2. 社会的二極分化
3. 低い出生率と高齢化
4. 家族構成の変化

5. 国民の健康状態の悪化
6. 将来への不安

１．公開市場: 韓国・アメリカ間の自由貿易協定
２．知識ベースの経済
３．情報社会



Great inner situation : Potential growth rate showdown

1990年代半ばまでは6～8%の成長率
2000年代はわずか4%

韓国開発研究院（KDI）の
2006年の報告によると、こ
の低下傾向はしばらく続く
模様

失業者の増加

二極分化指数(ER指数)と所得不平等

経済成長による分配改善効果（トリクルダウン効果）

社会的流動性

の上昇が阻止

され、

貧困の悪循環

が出現

Great inner situation : Potential growth rate showdown



低い出生率

- 2005年 1.08% (世界最低)

※ 日本 1.29% （2004年)
アメリカ 2.04% （2003年）
OECD 平均 1.6 % （2003年)

高齢化

- 2000年には7.1%が65歳以上の
高
齢者（高齢化社会）
- 2018年には14%（高齢化社会）
- 2026年には20% (超高齢化社
会)
- 2050年には (最も高齢化が進
んだ国）

Great inner situation : Potential growth rate showdown

家族構成の変化: 核家族化、女性の経済活動への参加 と離婚の増加

‒ 高齢者および障害者を自宅で介護する能力が低下

Great inner situation : Family structure change



肥満人口、精神衛生上の問題、慢性疾患および自殺の増加
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OECD평균

不健康のレベル
(韓国とOECD の比較)

18歳以下の肥満率 (1998年と2005年の比較) 

Great inner situation : Potential growth rate showdown

階級意識: 韓国統計局(2006年)

階級意識調査 (韓国統計局 2006年)
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Great inner situation : Uncertainty about people's future



Great foreign enemy situation : economy evolution with Korea 
and America FTA/knowledge base economy & computerization

公開市場

- 国際化と地域経済統合
- 韓国・アメリカ間の自由貿易
協定（FTA）

知識ベースの経済と情報

- 質の高い人材が必要
- 新たな社会危機: 知識と情報
の不足

- 新たな社会政策が必要
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Confrontation of advanced welfare state about social danger

新たな社会政策

相互経済政策および社会政策
(OECD・EU・世界銀行など)

- 福祉と雇用のリンク
- 学習と福祉(Learnfare)
- 柔軟な労働市場
- 年金改革
- 公的社会サービス
- 社会投資としての福祉
- 支出の優先順位の変化:
- 非雇用よりも雇用への支援を強化
- 教育/研修/積極的な労働市場政策
- 女性の経済参加



Diversion of new paradigm about the future

展望

目標

戦略

社会投資を通じてよりよい未来を

活発な経済

安全で機会均等
な社会

安全を保障さ
れた、レベル
の高い国家

成長の
可能性

質の高い
人材

社会福祉
改革

社会資本の
拡大

積極的な

国際化

- 2003年以降、NGOとともに社会的雇用創出プロジェクト

- 2007年、11の政府省庁が、不利な立場にある人々への雇用の提供と、す
べての社会のための社会サービスの提供に参加

ソーシャル・エンタープライズソーシャル・エンタープライズ



韓国における

ソーシャル・エンタープライズ

の概念

2

ソーシャル・エンタープライズの位置づけ

社会的責任
を有する
企業

従来の企業
企業の

社会的責任

ソーシャル・
エンター
プライズ

従来の
非営利団体

利益を上げる
非営利団体

経済的価値の創造 社会的価値の創造

lea 

* 出典: ソーシャル・エンタープライズ類型論

支援指導的企業



ソーシャル・エンタープライズの目標

1. 雇用創出 ?

- 雇用戦略として、継続的な人件費支援が必要
- 政府の支援による雇用の存続に対する懸念

2. 質の高い社会サービスの提供?              
- 競争によるサービスの質の向上
- 中流階級にとって魅力的なサービスの創造
- アクセシビリティと効率性が必要

従来の非営利団体 従来の企業

․ 社会的目的と使命
․ 信用、名声、よく知られてい
るイメージ

․ 指導者の評判、リーダーシッ
プ

․人的ネットワーク（地域社
会）

․事業計画力と運営技術
․地域社会のためのプログラム
とプロジェクト

․物的資源 ‒ 施設、設備、場所

․財源

․物的資源 (製品、施設、設
備、場所)

․人材
․経営ノウハウと経験
․ 専門性
․人的ネットワーク

․情報
経験/知識

․安全な市場

ソーシャ
ル・エン
タープラ
イズ

Social enterprise and enterprise relation



起業家精神

プロジェクトの
運営

チームの育成と
リーダーシップ

危機管理

中小企業の
経営

起業家精神

Enterprise's valuable part for social enterprise upbringing

寄贈者

出資者/スポンサー

パートナー

競争相手

ソーシャル・エン
タープライズの発
展にともなう企業
の役割の変化

企業の役割



自立タイプ 公共タイプ プロジェクト/広域
タイプ

自立を重視 社会的需要
より大規模で広範な

モデル

• 2006年から支援の目的によって分類

•財政支援に加え、コンサルティングと教育も実施

韓国における社会的雇用のタイプ

小規模な
NGO の事業

広域事業 プロジェクト

ソーシャル・エン
タープライズ

ソーシャル・エンタープライズの発展



能力上の強み
実践経験
モラル

経営能力
精神
財源

行政支援
地方自治体の
施設による支援

地域社会に
サービスを提供ニーズ 社会貢献

雇用機会/
市民のための福祉

NGO 企業 地方自治体

NGO・企業・地方自治体

韓国における

ソーシャル・エンタープライズ

に関する法律
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ソーシャル・エンタープライズ法

(2007年1月3日制定、7月1日施行)

2005年12月5日
ソーシャル・エンタープ

ライズの設立と育成に関
する法律が提案される

2006年3月23日
ソーシャル・エンタ

ープライズ支援法案
提出

2006年12月8
ソーシャル・エンター

プライズ法可決

- ソーシャル・エンタープライズの認証(第7条および第8条)

① 組織

公共の財団、協会、企業、非営利団体

- 非営利民間団体
- 協同組合
- 社会福祉財団
- 非営利団体
- その他



不利な立場にある
人々に雇用を提供

雇用提供タイプ

雇用と社会サー
ビスの両方を提
供

混合モデル

不利な立場にある
人々に社会サービ
スを提供

社会サービス
タイプ

その他

② 賃金労働者の雇用

③社会的目的

おもな内容おもな内容(2)(2)

その他の社会
的目的

④ 意思決定構造 ‒ 利害関係者の参加

⑤ 事業による収益

‒ 6か月間の全人件費の30/100以上

⑥ 定款および規約等の整備

⑦ 企業の場合、利益の2/3以上は社会的目的のために使用

< 認証手続き>

認証

公示

労働部：

第一回スク
リーニング

ソーシャル・
エンタープラ
イズ育成委員
会による検討

労働長官
による認
証

認定証の
発行



韓国におけるソーシャル・エン

タープライズの現状
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認証の申請
• 2007年 最初のソーシャル・エンタープライズ認証申請
• 7月18日から9月3日までに、計113機関が申請

Ⅲ. social enterprise present condition 

機関 ソウル 釜山

(ブサン)

大邱

（テグ）

ソウルお
よび仁川
(インチ

ョン)

光州

(グワンジ

ュ）

大田

(テジョ
ン）

合計

113

39 8 10 20 17 19



社会的な雇用を新たに創出
する機関

組織形態

非営利民
間団体
(62)

民間企業
(27)

民法に基づ
いて設立さ
れた財団

(22)

協同組合
(2)

社会的目的のタイプ

雇用提供
タイプ

(39, 18.6%)

混合モデル
(32, 28.3%)

社会サービス
タイプ

(21, 18.6%)

その他

(21,18.6%)



 社会サービス

- 環境 22.1%

- その他(家屋修繕 24機関 製造業と合わせて21.2 %)

- 社会福祉(21機関 18.6%)

教育 保健 社会

福祉

環境 文化 保育 芸術・観光 森林保護 老人ホーム
建設

その他

13

(11.5%)

4

(3.5%)

21

(18.6)

25

(22.1%)

1

(0.9%)

3

(2.7)

5

(4.4%)

0

(0.0%)

17

(15.0%)

24

(21.2%)

◊ 2007年10月19日 ソーシャル・エンタープライズ育成委員会が113機関からの申請のうち、
最後の36機関について検討（当初約70機関の認証を計画）

- ソーシャル・エンタープライズの形態
民間財団: 11 
商法に基づいて設立された企業: 11
社会福祉財団: 4 
協同組合: 2
非営利団体: 7
その他: 1

- 社会的目的による分類
雇用提供タイプ: 12
社会サービスタイプ: 4 
混合モデル: 12
その他: 8 



韓国における

ソーシャル・エンタープライズ

支援システム
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◦ 支援機関の創設

- 2007年、 非営利団体設立を支援する2機関

- 経営・会計・人事に関するコンサルタント業務を行う3機関



計画

ソーシャル・エンター
プライズ

財政支援
ソーシャル・エンタープ
ライズが従業員を雇用す
る際、人権費を支援

さらに多くの候補からの申請

2008年以降は、3か月ごとの申請

ソーシャル・エンタープライズの雇用創出

ソーシャル・エンタープライズ経営費の支援

設立と資金調達
ソーシャル・エンタープ
ライズに転換する際の準
備に必要な創業資金を支
援

各機関からの申請

後続計画

ソーシャル・エンタ
ープライズ支援ビジ
ネスとして、コンサ
ルティングを実施

税制上の支援

.
社会的雇用に関するコンサルティング
およびソーシャル・エンタープライズ
統合支援機関の社会福祉機関への段階
的な転換

ソーシャル・エンタープライズ費を
指定寄付金に含める

金銭的な損失を収
入の5％以内に抑え
る

所得税および法人税を5年間50％減額



社会起業家
積極性と支援ネット
ワークの構築

.

社会起業家学校の運営と支援

社会的雇用に関するコンサルティング
およびソーシャル・エンタープライズ
統合支援機関の社会福祉機関への段階
的な転換

ソーシャル・エンタープライズ
間のネットワーク構築およびポ
ータルサイトの設置

実践を重視した運営

アメリカ合衆国：大学で
60以上の非営利経営教育
訓練（非営利経営教育運
動）コースを実施

ソーシャル・エンタープ
ライズ・リーダーシップ
訓練（ソーシャル・エン
タープライズ・リーダー
シップ運動）プログラム
の提供

ソーシャル・エンタ
ープライズ
支援ネットワークの
構築

従業員教育・研修

後続計画

今後の計画

ソーシャル・エンタープ
ライズ保護市場の提供 .

市場においてソーシャル・エンタープライズがス
ムーズに定着するように。政府による直接的な人
件費補助よりも、利益を生むことのほうが重要

ソーシャル・エンタープライズの展示会、国際
シンポジウムなど、さまざまな広報活動

-ソーシャル・エンタ
ープライズは公共機関
のために生産
-閉鎖市場の提供

- 法律、規則等、ソー
シャル・エンタープラ
イズにやさしい雰囲気

ソーシャル・エンタープ
ライズの認識

ソーシャル・エンタープライズに関するデ
ータ収集、および5年間の育成期間を設け
調査研究、総合計画を行う

ソーシャル・エンタープ
ライズの情報システム

モデルケースの開発お
よびその発表



ありがとうございました!
감사합니다


